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アスクレピオスの杖を探して
地
域
医
療

再
生
へ
の
道

第44回

へ
き
地
の
医
療
問
題
の
歴
史

　

自
治
体
病
院
の
使
命
の
一
つ
に
、
全
国
の
あ
ら
ゆ

る
地
域
に
医
療
提
供
施
設
が
配
置
さ
れ
、
全
て
の
国

民
が
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
交
通
の
条
件
の
悪
い
へ
き
地
に

お
け
る
医
療
は
、
そ
の
典
型
で
あ
る
。
競
争
原
理
を

徹
底
す
る
こ
と
で
は
、
条
件
の
悪
い
へ
き
地
に
医
療

を
提
供
で
き
な
い
。

　

わ
が
国
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
農
山
漁
村
地
域

で
の
医
療
提
供
が
問
題
化
し
た
の
は
、
産
業
革
命
後

の
明
治
末
期
、
大
正
期
が
始
ま
り
と
考
え
る
（
伊
関

友
伸『
自
治
体
病
院
の
歴
史
』三
輪
書
店
１
０
３
ペ
ー

ジ
）。
貧
富
の
格
差
か
ら
住
民
が
医
療
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ず
、
特
に
結
核
と
乳
児
死
亡
が
社
会
問
題

と
さ
れ
た
。
農
山
漁
村
へ
の
医
療
提
供
が
当
時
の
内

務
省
の
政
策
課
題
の
一
つ
と
さ
れ
た
。
１
９
３
８
年

に
公
布
さ
れ
た「
国
民
健
康
保
険
法
」の
目
的
の
一
つ

に
、
農
山
漁
村
へ
の
医
療
提
供
が
あ
っ
た
（
同
１
７
１

ペ
ー
ジ
）。

　

戦
後
、
相
次
い
で
国
保
直
診
病
院
・
診
療
所
が
設

置
さ
れ
、
農
山
漁
村
地
域
の
住
民
の
健
康
を
守
っ
た

（
同
２
３
２
ペ
ー
ジ
）。
地
方
に
お
け
る
医
師
不
足

が
深
刻
に
な
っ
た
の
は
高
度
経
済
成
長
期
以
降
で
、

１
９
６
１
年
の
国
民
皆
保
険
の
確
立
も
あ
り
、
都
市

部
に
医
師
が
勤
務
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
た
。
そ
の
た

め
、
医
師
不
足
か
ら
廃
止
や
譲
渡
さ
れ
る
地
方
の
国

保
直
診
病
院
・
診
療
所
が
相
次
い
だ（
同
３
２
６
ペ
ー

ジ
）。
深
刻
化
す
る
へ
き
地
の
医
師
不
足
に
対
し
て
、

１
９
７
２
年
４
月
に
自
治
医
科
大
学
が
開
設
さ
れ
て

い
る（
同
４
１
０
ペ
ー
ジ
）。
新
医
師
臨
床
研
修
制
度

を
契
機
と
し
た
地
方
の
医
師
不
足
に
対
応
し
て
、

２
０
０
７
年
度
か
ら
医
学
部
入
学
者
に
お
け
る
地
域

枠
制
度
が
導
入
さ
れ
た
の
は
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。

不
採
算
地
区
に
お
け
る 

特
別
交
付
税
措
置

　

現
在
の
へ
き
地
等
の
病
院
を
支
え
る
財
政
支
援
制

度
と
し
て
、
不
採
算
地
区
に
お
け
る
特
別
交
付
税
措

置
が
あ
る
。
２
０
１
９
年
度
ま
で
は
、
病
床
数
が

１
５
０
床
未
満
で
あ
り
、
最
寄
り
の
一
般
病
院
ま
で

移
動
距
離
が
15
㎞
以
上
と
な
る
位
置
に
所
在
し
て
い

る
一
般
病
院
（
第
１
種
）
と
、
直
近
の
国
勢
調
査
に
基

づ
く
当
該
病
院
半
径
５
㎞
以
内
の
人
口
が
３
万
人
未

満
で
あ
る
一
般
病
院
（
第
２
種
）
が
対
象
と
な
っ
て
い

た
（
第
２
種
に
お
い
て
は
３
万
人
以
上
10
万
人
未
満

の
場
合
は
単
価
を
逓て
い
げ
ん減
）。
表
１
は
２
０
１
８
年
度
の

不
採
算
地
区
病
院
特
別
交
付
税
措
置
単
価
で
あ
る
。

第
１
種
不
採
算
地
区
病
院
が
１
床
１
４
０
８
千
円
、

第
２
種
不
採
算
地
区
病
院
が
１
床
９
３
９
千
円
で
、

２
０
１
７
年
度
に
比
べ
て
１
０
４・４
％
増
加
し
て
い

る
。
20
床
か
ら
１
０
０
床
ま
で
は
措
置
額
が
増
加
し
、

１
０
０
床
を
最
大
に
し
て
１
５
０
床
ま
で
措
置
額
が

逓
減
す
る
と
い
う
制
度
設
計
に
な
っ
て
い
る
。

　

不
採
算
地
区
の
自
治
体
病
院
へ
の
特
別
交
付
税
措

置
は
、
総
務
省
の
へ
き
地
の
病
院
の
医
療
を
支
え
る

と
い
う
方
針
の
表
れ
で
あ
る
と
考
え
る
。
２
０
１
８

年
度
の
不
採
算
地
区
病
院
は
３
１
０
病
院
で
、
一
般

病
院
７
４
４
病
院
の
41
・
７
％
を
占
め
て
い
る
。

　

な
お
、
不
採
算
地
区
に
あ
る
病
院
は
自
治
体
病
院

だ
け
で
は
な
い
の
で
、
総
務
省
は
不
採
算
地
区
に
立

地
す
る
医
療
法
31
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
公
的
病
院

（
赤
十
字
・
済
生
会
・
厚
生
連
な
ど
）や
社
会
医
療
法

不
採
算
地
区
の
病
院
へ
の
交
付
税
措
置
を
考
え
る

城
西
大
学
経
営
学
部
教
授　

伊
関
友
伸
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人
に
対
し
て
、
地
方
自
治
体
が
助
成
し
た
額
に
対
し

て
特
別
交
付
税
措
置
を
行
っ
て
い
る
。

不
採
算
地
区
中
核
病
院
へ
の 

特
別
交
付
税
措
置
の
創
設

　

へ
き
地
等
に
立
地
す
る
自
治
体
病
院
に
と
っ
て
、

非
常
に
有
利
な
不
採
算
地
区
病
院
へ
の
特
別
交
付
税

措
置
で
あ
る
が
、
課
題
も
あ
っ
た
。
財
政
措
置
の
要

件
が
１
５
０
床
未
満
で
あ
る
た
め
、
１
５
０
床
を
超

え
る
病
院
は
財
政
措
置
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
へ

き
地
等
に
立
地
し
て
い
て
も
、
二
次
救
急
患
者
の
受

け
入
れ
や
災
害
発
生
時
の
拠
点
と
な
る
中
核
的
な
自

治
体
病
院
は
病
床
数
が
１
５
０
床
を
超
え
る
こ
と
が

多
く
、
不
採
算
地
区
の
財
政
措
置
の
対
象
外
と
な
っ

て
い
た
。

　

こ
の
た
め
、
本
年
度
か
ら
不
採
算
地
区
の
中
核
的

な
自
治
体
病
院
に
対
す
る
特
別
交
付
税
措
置
が
創
設

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
対
象
要
件
は
、
不
採
算
地

区
に
所
在
す
る
１
０
０
床
以
上
５
０
０
床
未
満
の
許

可
病
床
を
有
す
る
自
治
体
病
院
で
、
①
都
道
府
県
の

医
療
計
画
に
お
い
て
二
次
か
三
次
の
救
急
医
療
機
関

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
②
へ
き
地
拠

点
病
院
ま
た
は
災
害
拠
点
病
院
の
指
定
を
受
け
て
い

る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　

地
方
財
政
措
置
は
、
図
１
の
よ
う
に
、
現
行
の
不

採
算
地
区
の
病
院
へ
の
財
政
措
置
を
５
０
０
床
ま
で

拡
大
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
現
行
の
不
採

算
地
区
病
院
の
措
置
も
、
一
部
拡
充
さ
れ
る
予
定
で

あ
る
。
財
政
措
置
を
受
け
る
た
め
に
は
、
本
年
度
内

に
策
定
が
予
定
さ
れ
て
い
る
新
し
い
「
新
公
立
病
院

改
革
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
踏
ま
え
、
さ
ら
な
る
改
革

プ
ラ
ン
の
策
定
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い

る
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
蔓ま
ん
え
ん延

に
よ
り
、
新
し

い
改
革
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
が
進
ん
で
お
ら
ず
、

財
政
措
置
に
つ
い
て
は
不
確
定
な
部
分
も
あ
る
が
、

不
採
算
地
区
の
中
核
的
な
公
立
病
院
に
対
す
る
財
政

措
置
を
行
う
流
れ
は
変
わ
ら
な
い
と
考
え
る
。

　

ま
た
、
不
採
算
地
区
に
立
地
す
る
中
核
的
な
公
的

病
院
や
社
会
医
療
法
人
に
も
、
特
別
交
付
税
が
措
置

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
予
定
で
あ
る
。

タ
イ
ト
ル
の
〝ア
ス
ク
レ
ピ
オ
ス
の
杖
〟
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
神

話
に
登
場
す
る
名
医
ア
ス
ク
レ
ピ
オ
ス
の
持
っ
て
い
た
蛇（
ク

ス
シ
ヘ
ビ
）の
巻
き
つ
い
た
杖
。
医
療
・
医
術
の
象
徴
と
し
て

世
界
的
に
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
で
あ
る
。
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表１　不採算地区病院特別交付税措置単価

2018年度
単価（千円）

2017年度
単価（千円） 対前年比

第１種不採算地区病院 1408 1349 104.4%

第２種不採算地区病院 939 899 104.4%

総務省準公営企業室資料より作成

図１　�不採算地区の中核的な公立病院に対する�
特別交付税措置の創設

総務省準公営企業室資料より作成

措置額

※　算定にあたっては、病院に対する特別交付税措置に係る基準額の合計と、それに係る
　一般会計繰出の実額（合計）に0.8を乗じた額とを比較して、いずれか低い額を措置

不採算地区病院
への措置（拡充）
不採算地区病院
への措置（拡充）
不採算地区病院
への措置（拡充）

20床 150床100床 500床

病
床
数

不採算地区中核病院への措置（創設）

現行不採算地区病院への措置


